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表２ 労災認定基準の変遷 

２００６年基準 

 医学的所見 石綿作業従事期間 業務上外の判断 

１ 石綿肺所見 － ○ 

10 年以上 ○ ２ 胸膜プラーク所見又は石綿

小体・石綿繊維 
10 年未満 △(個別検討) 

乾燥肺中の石綿小体又は石

綿繊維(２０１２年基準の3

の①～④の場合) 

－ ○ 

10 年以上 ○ 

３ 

肺内に石綿小体又は石綿繊

維(上記の場合を除く) 
10 年未満 △(個別検討) 

 

２０１２年基準 

 医学的所見 石綿作業従事期間 業務上外の判断 備考（厚労省の説明） 

１ 石綿肺所見 － ○ (現行通り) 

10 年以上 ○ 胸膜プラーク所見 

10 年未満 △(個別検討) 

当面、現行を維持 

但し、石綿製造の業務について

は、平成８年以降の期間を原則

1/2 で評価 

１年以上 ○ 

２ 

広範囲の胸膜プラーク所見 

・エックス線写真で明かな陰影

として確認でき、かつ、ＣＴ

画像で確認できる場合 

・ＣＴ画像で胸壁の 1/4 以上あ

る場合 

１年未満 △(個別検討) 

(新たな基準) 

１年以上 ○ ①乾燥肺重量１g 当たり
5000 本以上の石綿小体  

②乾燥肺重量１g 当たり
200 万本以上の石綿繊維
（5μm超）  

③乾燥肺重量１g 当たり
500 万本以上の石綿繊維
（１μm超）  

④気管支肺胞洗浄液１ｍｌ
中５本以上の石綿小体  

⑤肺組織切片中の石綿小体
又は石綿繊維 

１年未満 △(個別検討) 

(基準の明確化) ３ 

乾燥肺中の石綿小体が1000

本以上 5000 本未満 

－ △(個別検討) (基準の明確化) 

４ びまん性胸膜肥厚  

※びまん性胸膜肥厚について

は、認定基準に別途記載 

 ○ (新たな基準) 
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